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1 釣りフェスティバル 2022オンラインへの出展 
  釣りフェスティバル 2022（会期：2022年 1 月 21 日～2 月末日）は、新型コロナウイ
ルス感染症 感染拡大防止のため、オンラインで開催されました。当協議会は、オンライ
ンブースにて公正マークの PR・機能の説明、釣竿からの感電事故防止をお伝えいたしま
した。また、ブースでは公正マークについてのアンケートを実施し、多くの方からの回
答を得ることができました。回答の詳細については、5 月開催予定の第 38 回定時総会資
料に掲載いたします。 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

T O P I C S 

釣りフェスティバル 2022 
当協議会 

オンラインブース 
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２ 2022釣竿公正マーク周知広報ポスターモデルのご紹介 
2022 年度（令和 4 年度）のポスターモデルは、YouTuberのマルコスさんに決定いたし

ました。4 月上旬、10月上旬に会員の皆様方にお送りいたしますので、貴社ご関係の釣具
店様、釣り宿店様、管理釣り場様等への配布、貴社イベント等でのご掲示をお願い申し上
げます。 

 
   ＜マルコスさん＞              ＜ポスター撮影＞ 
 
３ 当協議会紹介動画の作成 
 YouTuberマルコスさんに公正マーク、当協議会の紹介、釣竿からの感電注意などについ
ての動画に出演していただきました。当協議会 釣りフェスティバルオンラインブース・
SNS・ホームページなどで使用しております。ぜひ下記 QRコードよりご覧ください。 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
4 WEB広報の実施 
  本年度も継続してWEBを利用した広報を実施いたしました。 
 （１）WEBメディアへの広告 
    当協議会では従来、雑誌、新聞等へ広告を掲載しておりますが、これらと平行に

より深く公正マークについて知っていただきたく、YouTuberのマルコスさん、  
釣りフェスティバルで選出されたアングラーズアイドルの池山智瑛さん（第 12
代）、一木花蓮さん（第 11 代）、橘みづほさん（第 7 代）を起用し、WEBメディア
（TSURI HACK）に広告を出稿いたしました。 
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   YouTuberマルコスさん          アングラーズアイドル 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
記事の詳細はこちらからご覧いただけます。 
  

 
 
 
 
 
 

（２）会員各社 SNS連携施策 
   第 166 回理事会（令和 3 年 9 月 16 日開催）にて、決議された会員企業 SNS連携施

策を 11 月 30 日（火）11：30 に実施いたしました。この施策は、同日同時刻一斉に
SNSに公正マークと内容の記事を掲載することで当協議会及び公正マークの認知度を
高めようとするものです。 

YouTuber マルコスさん 
https://tsurihack.com/8071 

 

アングラーズアイドル 
https://tsurihack.com/8115 

 

https://tsurihack.com/8071
https://tsurihack.com/8115


 
第 33 号 令和 4 年 3 月１日発行 

 

4 

   11 月 30 日には、26 社/63 社の会員企業の皆様の SNSに公正マークが掲載されま
した。今年度は、マークだけではなく釣竿公正マークポスターモデルの池山智瑛さん
のバージョンも作成いたしました。ご協力いだきました会員の皆様には厚く御礼申し
上げます。 

 
【SNSアップ用の公正マーク画像】 

    
     ＜海用＞   ＜川・湖用＞    ＜無地＞    ＜池山智瑛さん＞ 
 

【会員企業の皆様による釣竿公正マーク紹介】 

 
（３）当協議会 SNSの運用開始 
  令和 3 年 11 月 30 日（火）11：30 に、当協議会の公式 SNS（Instagram・Twitter）
の運用を開始いたしました。原則週 1 回、公正マークの告知や当協議会のイベントなど
を周知しております。公正マークの告知には、プロアングラー様の協力を得て行ってお
ります。会員の皆様の中で、公正マークを告知していただくことが可能な、プロアング



 
第 33 号 令和 4 年 3 月１日発行 

 

5 

ラー様をご紹介いただける場合は、ぜひ事務局までご一報いただけますと幸いです。よ
ろしくお願い申し上げます。当協議会 SNSは下記 QRコードからご覧ください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instagram 
@cfrj_nfrftc 

 

 

Twitter 
@cfrj_nfrftc 
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３ 調査事業 
 （１）会員対象調査 

当協議会調査指導委員会（姫野哲司 委員長）は、12 月 2 日（木）東京八丁堀の日
本フィッシング会館 8 階にて第 14 回会員対象調査を実施いたしました。会員対象調査
にご協力いただいた会員の皆様には、改めまして御礼申し上げます。 
当日は、新型コロナウイルス感染症対策を行ったうえで、8 名の委員が釣竿の表示に

関する公正競争規約が規定する必要表示事項の確認と計測器を用いた実測を行いまし
た。調査結果につきましては、理事会にて検討を行ったのち、会員の皆様に調査結果
表をお送りいたします。 
なお、調査指導委員会が日本全国の釣具店で実施している店頭調査、事務局にて実

施している繊維含有率検査につきましては、本年度は中止といたしました。 
 

【会員対象調査の様子】 

 

▼令和 3 年に消費者庁は、景品表示法に基づく 33 件の措置命令と 13 件の課徴金納付命令
を行い、また都道府県は 1 件の措置命令を行いました。 

 
▼消費者庁は現在、アフリエイト広告について検討会を開催しております。検討会開催趣
旨によると「アフィリエイト広告において、広告主は一般に供給主体であるが、広告主で
はないアフィリエイターが表示物を作成・掲載するため、広告主による表示物の管理が行
き届きにくいという特性や、アフィリエイターが成果報酬を求めて虚偽誇大広告を行うイ
ンセンティブが働きやすいという特性があり、また、消費者にとっては、アフィリエイト
広告であるか否かが外見上判別できない場合もあるため、不当表示が行われるおそれが懸

景品表示ニュース 
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念される。」とのことです。アフリエイト広告を行っている皆様は景品表示法違反とならな
いよう十分ご注意ください。 
検討会の情報は消費者庁ホームページ
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/meeting_materials/review_meeti
ng_003/ をご覧ください。 
 

 
 
第 166 回理事会 

日  時 令和 3 年 9月 16 日（木） 13：00～15：00 
   開催方法 オンライン会議システム Zoom 
   議  案 
    第 1 号議案 新副会長・新理事のご紹介について 
    第 2 号議案 令和 3 年度景品表示適正化功績者表彰について 
    第 3 号議案 第 38 期（令和 3 年度）4～8 月事業実施状況について       

第 4 号議案 第 38 期（令和 3 年度）4～8月収支について 
    第 5 号議案 周知広報について 
    第 6 号議案 後援名義使用について 
    第 7 号議案 その他 
 
第 167 回理事会 

日  時  令和 3 年 12 月 9 日（木） 13：00～14：30 
開催方法  オンライン会議システム Zoom 
議  案 

    第 1 号議案 第 38 期（令和 3 年度）中間監査について 
    第 2 号議案 調査指導委員会 会員対象調査実施報告について 
    第 3 号議案 第 38 期（令和 3 年度）9～11 月事業実施状況について 
    第 4 号議案 第 38 期（令和 3 年度）4～11 月収支について 
    第 5 号議案 周知広報について 
    第 6 号議案 その他 
                            
理事会の具体的な内容につきましては、議事録をご確認ください。 
 

理 事 会 レ ポ ー ト 

https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/meeting_materials/review_meeting_003/
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/meeting_materials/review_meeting_003/
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会員数：令和 4 年 3月 1 日現在 62 社 
 
【退 会】 
◆有限会社𠮷𠮷野釣竿製作所（代表取締役 𠮷𠮷野忠汪 氏）が令和 3 年 12 月 6 日付で退会さ
れました。 

 

  
■釣竿公正マーク周知広報ポスター配布ご協力のお願い 

釣竿の公正マーク周知広報ポスターを、2022 年度も春夏版・秋冬版の 2 種類を作成
いたします。ポスターモデルは YouTuberのマルコスさんです。 
業務繁多の折、誠に恐縮ですが、会員の皆様におかれましては、ポスターを貴社イ

ベント等での掲示、貴社ご関係の釣具店様、船宿様、釣り船店様等への配布にご協力
いただけますよう何とぞよろしくお願い申し上げます。4 月上旬までに春夏版を、10
月上旬までに秋冬版をお送りいたします。 
 

■公正マーク使用申請書のご提出と公正マークの釣竿への貼付についてのお願い 
  いつも釣竿の適正な表示にご協力いただきましてありがとうございます。公正マーク
を釣竿に貼付いただく際には、「公正マーク使用に関する申請書」のご提出が必要です。
新機種だけではなく、機種およびシリーズ等追加製品に公正マークを貼付する際にも、
機種もしくはシリーズごとに「公正マーク使用申請書」のご提出をお願いしておりま
す。申請書は、冊子「釣竿の表示について」または、当協議会ホームページからもダウ
ンロードできますので、併せてご利用ください。 

  なお、長期間ご申請をいただいていない会員様におかれましては、事務局より個別に
ご連絡を申し上げます。申請につきましてご不明な点等ございましたら、事務局までお
問い合わせください。 

 

会 員 動 向 

事務局からのお知らせ 

 
〒104-0032 
東京都中央区八丁堀二丁目 22 番 8 号 日本フィッシング会館 5 階 
TEL 03-3206-1130   FAX 03-3206-1140 
e-mail  tsurizao@jaftma.or.jp   
web    http://www.jaftma.or.jp/koutori/  
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